
1 はじめに

何年か前から E. W. バージェスを読んでいる。
長いこと家族社会学をやっていて、家族社会学の
祖と言えばバージェスなのだが、あたかも社会学
の祖はコントであると言うがごとく、バージェス
の家族論についていっこうに知らないことに気づ
いたことによる。バージェスの家族論と言えば
「制度から友愛へ」が有名だが、それさえもかつ
て思っていたように、家族制度から友愛に基づく
結婚へと解していれば良いのかどうか、今では怪
しく思っている。バージェスと言えば 1910年代
から 1960年代まで、日本で言えば大正から昭和
にかけて活躍した、きわめて時代的に近しい人で
あることにも改めて気づいたりしている。そんな
こんなで、バージェスの文献をかりかりとはじめ
から読むことにした。その第一弾が本稿である。
バージェスの仕事は多様で精力的であるが、あ
る意味まとまりがない。正確に言うと、本人によ
ってまとまりをつけられていない。おそらく多く
の人が手がかりとしているのは、1969年に、パ
ーク＆バージェス（1921）Introduction To the Sci-
ence of Sociology を復刻し、1973年に、バージェ
スの選集：Selective Writings（Ernest. W. Burgess :
On Community, Family, and Delinquency）を編纂
した、ジャノヴィッツ（M. Janovits）によるバー
ジェスの業績の提示ではないであろうか。
ジャノヴィッツは、バージェスの選集を監修す
るにあたり、バージェスの仕事を 1）コミュニテ

ィ、2）家族、3）犯罪と非行、4）方法と価値の
4つの領域で捉えている。
バージェスの文献目録の始まりは 1916年であ
る。1916年と言えば、バージェスの博士論文で
あり最初の著作である The Function of Socializa-

tion in Social Evolution が刊行された年であるが、
同じ 1916年、二つの論文が刊行されている。「小
都市の少年非行」（“Juvenile Delinquency in a

Small City”）と「社会調査：社会学部による建設
的なサービスの分野」（“The Social Survey : A

Field for Constructive Service by Departments of So-

ciology”）である。「小都市の少年非行」は、バー
ジェスの処女作と言ってよいと思うのだが、ジャ
ノヴィッツの選集には取り上げられていない。お
そらくジャノヴィッツの分類で言えば「犯罪と非
行」に分類されることになるであろう。
バージェスは、シカゴ大学大学院を卒業し、シ
カゴ大学に助教授として赴任する前、トレド大学
（1912-3）、カンザス大学（1913-5）、オハイオ州
立大学（1915-6）で教鞭を執った。カンザス大学
在職時、彼は教授ブラックマー（F. W. Black-

mar）の下で、大きな調査を二つ行っている。ベ
ルヴィル社会調査（1914）とローレンス社会調査
（1917）である。前者には、社会、健康、産業、
衛生と部門がある中で、社会部門の調査担当者と
して参加し、後者では、ブラックマーと共に共同
報告者に名を連ね、実質的な調査の指揮者であっ
たと思われる。
上述の二つの論文は、この調査経験を基に書か
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れた。「社会調査」はカンザス大学社会学部が試
みた新しい形態の社会調査について論じたもので
あり、「小都市の少年非行」は、ローレンス調査
報告書の一項目「非行」を基に書かれたものであ
る。コミュニティの全体を捉えることを試みた調
査の数ある項目の中から、バージェスが選んだ具
体的なテーマが「非行」であった。
本稿では、二つの論文が、それぞれに初期バー
ジェスの方法とテーマを構成し、これを両輪とし
てバージェスが科学としての社会学の形成を目指
していく、その過程を明らかにしたい。ジャノヴ
ィッツの分類は、論文相互の関連を相殺し、むし
ろバージェスの思考のまとまりを分からなくして
いると筆者には思える。バージェスの研究の流れ
に即して忠実に検討してみたいと思うのである。

2 社会調査
－1916、”The Social Survey : A Field
for Constructive Service by Depart-
ments of Sociology”－

2.1 サーヴェイ－ソーシャルワークと社会学－
論文「社会調査：社会学部による建設的なサー
ビスの分野」（“The Social Survey : A Field for

Constructive Service by Departments of Sociol-

ogy”）は、1916年、American Journal of Sociology
21 に掲載された。
バージェスは、上述の論文で、次のように述べ
ている。

「社会学者の手にある社会調査は、最近に至
るまで、教室の限界に閉じ込められていた。」
「要するに、大学の社会調査は実験室のおも
ちゃ以外のものではなかった。（中略）変わ
らぬ重要性についての社会的研究は、社会学
部によってではなく、個人によって、あるい
はソーシャルワーカーの集団によってなされ

た。」 （Burgess, 1916 b : 265）

ここで例としてあげられているのは、ブース
著、Life and Labour of the People of London、ラウ
ントリー著、Poverty : A Study of Town Life、ジ
ェーン・アダムス著、Hull -House Maps and Pa-
pers である。ピッツバーグ・サーヴェイ（Pitts-

burgh Survey）にも言及されている。しかし社会
の研究は社会学者の仕事ではないのか。
井垣章二はこの時代を「一九〇〇年代の初め一
〇年はサーヴェイ・ムーヴメントの時代と特徴づ
けることができ」ると述べている（井垣、1998 :

219）。井垣によれば、当時のサーヴェイ・ムーヴ
メントの主体はソーシャルワーカーであった。

「アメリカ社会福祉発達史における二大潮流
は、COS［天木注：慈善組織協会］運動とセ
ツルメント運動であるが、もう一つの潮流と
してサーヴェイ・ムーヴメントを含め、三大
潮流とすることもできる。処理すべき問題を
生み出す社会諸条件の科学的究明による事実
の究明－サーヴェイこそ、この時代のソーシ
ャルワークの重要課題であった。」

（井垣、1998 : 219）
「『サーヴェイが輝く新しい星として、われわ
れの地平に現われた時代』であった。一九〇
七年からは、当時アメリカを代表する工業都
市ピッツバーグで調査が開始される。それは
全アメリカの、とりわけ全ソーシャルワーカ
ーの最も注意を集める大イベントであった。
調査責任者はディヴァイン編集長の下で『チ
ャリティーズ・アンド・ザ・コモンズ』の副
編集長として働くポール・ケロッグであっ
た。ピッツバーグ・サーヴェイの結果は、
『チャリティーズ・アンド・ザ・コモンズ』
に逐次発表されていった（この調査は、のち

同志社社会学研究 NO. 25, 2021

2



六冊に分かれて出版され一九一四年に完成さ
れた）。『ザ・サーヴェイ』への改題は、この
調査の影響であろう。逆にこの改題そのもの
は、当時のソーシャルワークをサーヴェイと
して包括してよいほどサーヴェイがソーシャ
ルワークを圧倒する、すなわちソーシャルワ
ークのサーヴェイ時代であったことを証明す
るものである。」 （井垣、1998 : 219-20）

バージェスが社会調査を始めたのは、このよう
な時代である。社会学では、ようやくカンザス大
学と南カリフォルニア大学に社会調査のコースが
導入されたばかりであった。社会学者による社会
調査としては、社会学者自身の発案あるいはコミ
ュニティからの依頼によって、社会学者がコミュ
ニティ調査をするというのが一般的であった。コ
ミュニティあるいはコミュニティの組織は、その
状況とニーズの目録を作成することに、社会学者
の専門的なサービスを得た。例えば、オハイオ大
学社会学部はサークルヴィルで、大都市の最悪の
地域に匹敵する過密状態を明らかにする重要な住
宅研究を行った。
しかし社会学者はもっと満足のいくサービスを
提供することができるとバージェスは述べる。バ
ージェスが提案するのは社会学者の指導の下に、
コミュニティが自己研究するという調査の形態で
ある。ベルヴィルとローレンスの社会調査は、カ
ンザス大学社会学部の指導の下、この第二の方法
で行われた。この調査の原理は二つある。

（1）「コミュニティは全体としてサーヴェイ・
ムーヴメントを進めるべく組織化されるべ
きである。」（Burgess, 1916 b：267）

（2）「生活条件の研究は、調査技術の専門家の
指揮の下で、コミュニティによってなされ
るべきである」（同：268）

ベルヴィルは、住民 2300、「誰もが互いを知っ
ている（everyone knows each other）」（Blackmar,

1914 : 47）コミュニティであり、ローレンスは、
住民 13,000、カンザス州ダグラス郡の郡庁所在地
である。
ベルヴィルでは、カンザス大学社会学部の指揮
の下、地域の福祉協会が全面的に協力し、スタッ
フのワーカー 20人に加えて 50人以上のボランテ
ィアワーカーが戸別訪問のために確保されたとい
う。教育局長、教師、教育委員会、聖職者、医
者、都市及び州の公務員の協力も得た。（Black-

mar, 1914 : 3）
ローレンスでは、カンザス大学社会学部の指揮
の下、実行委員会、財務委員会、一般調査委員会
（8つの組織：市民研究クラブ、ブラザーフッド
連合、女性クラブ連合、商人組合、聖職者同盟、
宣教師連合、PTA、ソーシャルサービス連盟の各
代表が参加）、そして調査課題のそれぞれに調査
委員会が組織された。調査課題は以下のようであ
った。1）地形と人口、2）コミュニティ計画、3）
地方行政、4）商業・産業・労働、5）公衆衛生、
6）住宅、7）ディペンデンシー1）、8）非行、9）
リクレーション、10）教育、11）教会と宗教であ
る。各委員会の組織図を見ると夫人（Mrs.）が多
いのも印象的である。（Blackmar & Burgess,

1917 : 2-3）

「社会学者は、調査委員会の地域メンバーの
具体的で実践的な知識を活用するだけでな
く、大学や州の部局における専門家の特殊な
知識で支援することもできる。」「かくして社
会調査は、賢明に組織されるならば、大学の
専門知識と州の技術資源の双方を、コミュニ
ティのサービスにゆだねる。」

（Burgess, 1916 b：269）
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2.2 コミュニティ研究と社会学
「専門家の指導の下でのコミュニティの自己研
究の組織化」という新しい調査の形態には二つの
利点がある。
第一に「コミュニティ意識との有機的な関連」

である。 （同：269）

「調査の地域委員会の組織化は、社会意識の
より高度な統合を示している。『支持者
（boosters）』と『批判屋（knockers）』の両極
端にコミュニティを心理的に分裂すること
は、社会問題の科学的研究に含まれる建設的
な態度の前に消滅する」 （同：269）

この文章は、ソーシャルワーカーの調査に対す
る批判と解することができよう。バージェスによ
れば、調査が、社会学者の科学にのっとった建設
的な態度によって行われた結果、次のような成果
が得られたという。

「第一に、専門的指揮者の下でのコミュニテ
ィによるコミュニティ研究は、地域のワーカ
ーの訓練を保証する。第二に、コミュニティ
の活動的なソーシャルワーカーのこの訓練は
多くの場合、彼等の側に、社会問題に対する
態度の全面的な変化を伴う。調査の科学的な
方法の活用における具体的で実践的な経験
は、人道的な関心の表出に合理的な解釈を与
える傾向にある。第三に、調査へのワーカー
たちの参加と訓練は、コミュニティの大きく
実効性のある集団に、調査によって提示され
る建設的な社会進歩のプログラムを促進する
覚悟と準備をもたらす。」 （同：269-70）

社会学者の科学的なやり方は、ソーシャルワー
カーたちの態度を変えるという。さらには、コミ

ュニティの（おそらく上層部も含めた）大きく実
効性のある集団を動かすことができる。実際、ベ
ルヴィルとローレンスの社会調査はこの最後の点
において、大きな成果をあげたとバージェスは述
べる。

「ベルヴィルでは、調査を指揮した地域の社
会福祉協会の会長が、調査の最も重要な勧告
のいくつかを含む綱領を元に、市長に選ばれ
た。ローレンスでは、報告書を出版する前
に、三つの条例が、調査の直接の結果として
成立した：一つは都市のミルク供給の視察と
管理を提供すること、他に、住宅基準を確立
すること、他に、公的福祉の委員会と監督者
を創立することである。」 （同：270）

ソーシャルワーカー主導の調査の場合、ともす
ればコミュニティ上層部との対立が生じやすかっ
たと思われる。社会学者が調査に加わった結果と
してコミュニティ意識の高度な統合が得られ、市
長に選ばれたり、各種の条例が実現したりという
実際的な成果をあげたということであろう。
第二の利点は、社会学者及び社会学科も特有の
刺激を受けることである。

（1）コミュニティの自己研究の指揮者としての
社会学者は二つの技術において専門的な訓練を必
要とする。「統計と解釈という、調査のインパー
ソナルな道具の利用」と「協力とチームワークを
組織する上で必要なパーソナルなテクニックの使
用」（同：270）である。
コミュニティの問題はまさに社会学者の扱うべ
き問題である。しかしその満足のいく解決にはす
べての社会科学の統一した行動が必要である。し
たがって社会学者のより大きな仕事は「コミュニ
ティだけでなく、大学と州の専門的なサービスの
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組織化にある」（同：271）
（2）調査の刺激はクラスルームを活性化する。
社会は社会学者の研究室である。
（3）最後に、社会進歩とのかかわりが考察され
ている。

「過去の我々の改革運動は、あまりにも多く
の場合素朴な観念に基づいていたので必要と
されたことといえば、単に悪い部分（ins）
を良い部分（outs）に取り替えるだけであっ
た。」 （同：271）

民主的な進歩達成の単位はコミュニティにあ
る。

「家族は小さすぎる。州と国家は大きすぎる。
コミュニティにおいて、都市計画、地方経
費、公衆衛生、住宅、非行、ディペンデンシ
ー、リクレーション、教育、社会宗教の諸問
題が解決される。未来のアメリカの生活の構
築は、根本的にコミュニティの問題である。
したがって、専門家の指揮下にあるコミュニ
ティの自己研究のタイプの社会調査は、有効
で社会化された民主主義の実践的な実現に向
けての第一歩である。」 （同：271-2）

3 小都市の少年非行
－1916、“Juvenile Delinquency in a
Small City”－

論文「小都市における少年非行」（Juvenile De-

linquency in a Small City）は、1916年、Journal of
the American Institute of Criminal Law and Crimi-

nology, No.6 という犯罪学の専門誌に掲載され
た。
論文は次のような文章で始まる。

「都市における少年の非行とディペンデンシ
ー［juvenile delinquency and dependency］に
ついては数多くの研究がなされてきた。小都
市、町は看過されてきた。しかしこどもの発
達の問題［the problem of child development］
は、小さなコミュニティにも存在するし解決
はより困難でさえある。」

（Burgess、1916 a : 724）

ここに見るように、バージェスは、論文のテー
マを「少年非行」（juvenile delinquency）から「少
年非行とディペンデンシー」（juvenile delinquency

and dependency）へ、さらに「こどもの発達」
（child development）の問題へと置き換えている。
さらに研究の意義について、「田舎の州の住民

12,000の小都市におけるこどもの非行とディペン
デンシーの状態（the situation of child delinquency

and dependency）の主要事実を示す先駆的な試
み」（同：724）と述べている。
本稿は、ローレンス社会調査における一項目、

「非行」を基に書かれた。
以下検討していこう。
調査の対象は、1912年 5月 1日～1914年 4月

30日の 2年間に、少年裁判所に出廷した 52人の
「こどもたち」（同：724）である。
表 1は、地区別に少年裁判所に出廷したこども
の数を性と人種によって分類し、全少年中の非行
少年とディペンデント（Delinquents and Depend-

ents）の％をみたものである。
年齢は 16才以下、（ ）内は 5才以下である。
非行比率は性と人種によって差がある。有色少年
4.22％、有色少女 2.63％、白人少年 2.59％、白人
少女 1.48％である。少女よりも少年に、白人よ
りも有色人種に非行比率は高くなる。しかしそれ
以上に重要なのは、居住地であるとバージェスは
論じる。
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というのは、表 1にみるように、第 4地区の非
行比率は図抜けて高い。

「もしこの比率が 12年間（少年年齢集団にお
ける 5才から 16才までのこどもの生に対応
して）維持されたとしたら、そしてこの間
『リピーター』がなかったとしたら、第 4地
区のこどもたち全ての半分が、少年裁判所に
出廷することになる。」 （同：725）

第 4地区の該当者は、4分の 3が白人である。
白人に対する黒人の比率が都市の中でもっとも高
いのが第 5、第 6地区なのだが、表 1にみるよう
に非行比率は低い。人種は非行の主要因ではな
い。
第 4地区には、都市の劣悪な住宅事情が集中

し、貧困がこどもに影響を及ぼしている。教会、
学校、遊び場もない。

「根本的な原因は、こどもの堕落につながる
低水準の家庭環境である。」 （同：726）

しかし第 4地区と第 5、第 6地区とでは、住民
の経済状態はさほど変わらない。両地区を比較す
ることにより、「こどもの発達に与える地理の影
響が明らかになる。」（同：726）
二つの地理的要因が関係するとバージェスは述
べる。

「第一は、第 4地区と比較して、これらの地
区の居住の半田舎的な特質［the semi-rural

character of the dwellings］である。第二の地
理的要因は、ビジネス街との近さの相違であ
る。」 （同：726）

田舎の居留地においては、こどもの生活は
「call of the street」（街の呼びかけ）によって邪魔
されることなく、「call of the wild」（野生の呼び
かけ）に反応する。

「第 4地区の少年非行の過剰な多さは・・・
・地理的位置の相違の故に、道を誤らせる遊
びの衝動が原因であると思われる。」

表 1 少年裁判所に出廷したこどもの数（地区、性、人種別）と
全少年人口中 Delinquents and Dependents の％

少年 少女 年齢集団
5-16才

都市における年齢集団
5-16才全こども数中の％地区 白人 有色 白人 有色 計

Ⅰ 11 2 2（19） 2 17（1） 16 2.82

Ⅱ 2 2 0 0 4 4 0.82

Ⅲ 3 1 4 0 8 8＊ 1.55

Ⅳ 7（2） 1 5（1） 3 16（3） 13 8.36

Ⅴ 0 0 0 0 0 0 0.00

Ⅵ 2 0 2（1） 1（1） 5（2） 3 1.44

短期 1 1 2 2

計 26（2） 6 14（3） 6（1） 52（6） 46 2.13

注：括弧内の数値は、それぞれの集団内の 5才以下の少年少女の数を示す。
＊原文は 88だが明らかに誤記であるので天木が修正。

（Burgess, 1916 a : 725）
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（同：726）

都市はこどもの発達にふさわしくない。
この論文で、バージェスは「居住」を手がかり
に、非行の原因に迫ってゆく。

「居住の研究は、家庭、近隣、地理的環境の
影響を明らかにした。」 （同：726）

家庭、近隣、地理的環境の影響を調べる手がか
りは、ここでは居住であった。
表 2は、少年裁判所への出廷原因を性別にみた
ものである。
「dependent and neglected」の項目で、52人中

19人、36.5％を占める。少女だけでみれば 65％
である。項目は「dependent and neglected」、ne-

glected と組み合わさることにより、dependent の
語の意味するところが明らかになる。要保護児童
と被放任児童である。さらに「手に負えない、不
道徳」「平穏を乱す」「喫煙」と犯罪には当たらな
いと思われる項目が並ぶ。彼らは犯罪者なのか？
少年裁判所はどのような働きをしているのか。
下された判決、処遇を見ることにしよう。

州立少年矯正院 12人（内 3ケースは保留）、児
童養護施設 6人、養子 5人、保護観察 29 人
（同：727）。
「最後の手段」（同：727）とされる少年矯正院
に送られるのは 23％、内 3ケースが保留という
ことであるから、実際には 17％にすぎない。児
童養護施設、養子と続くその判決は、明らかに犯
罪者というよりもこどもに対する処遇である。

4 少年裁判所と非行原因の研究

4.1 少年裁判所
非行のテーマが、非行少年と要保護児童の問題
となり、さらにはこどもの発達の問題と同一視さ
れる、その点から解明してゆこう。
まずは、当時少年裁判所がどのような制度であ
ったかの説明が必要である。少年裁判所法は、イ
リノイ州で 1899年 7月 1日、世界で初めて施行
されたと言われている。正式名称は、An act of

regulate the treatment and control of dependent, ne-

glected and delinquent children／要保護児童、被放
任児童および非行少年の処遇と統制を規制するた
めの法律（訳は徳岡、1993 : 106）である。

1880年代～1920年代にいたる革新の時代、シ
カゴでは、シカゴ女性クラブのメンバー、またジ
ェーン・アダムスとセツルメントのメンバーが、
「少年は大人としてではなく少年として処遇され
るべきで、成人犯罪者とは完全に区別すべきであ
る」（徳岡、1993 : 101）との趣旨から、少年裁判
所の設立を求めて運動を展開した。徳岡秀雄によ
れば、その主意は、女性たちによる「児童救済」
であったという（同：99）。
井垣は、アメリカのまさにこの時代を、児童と
福祉の観点から描いている。

「二〇世紀を迎えたアメリカにおいて、その
児童福祉発達史における画期的な出来事は、

表 2 少年裁判所への出廷原因

少年 少女

Dependent and Neglected
（要保護児童と被放任児童）

6 13

盗み 11 0

手に負えない、不道徳 2 6

平穏を乱す 6 1

不法侵入 4 0

財産損傷 2 0

喫煙 1 0

計 32 20

（Burgess, 1916 a : 727）
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一九〇九年、第一回〈児童に関するホワイト
ハウス会議の開催〉と、それに続く一九一二
年の〈連邦児童局の創設〉である。それは児
童福祉という限定においてでなく、広く社会
福祉とした方がよいかもしれない。」

（井垣、1998 : 178）

井垣によれば、これは「ソーシャルワーク専門
職の勝利」であった。

「本来、社会福祉は、慈善組織協会であれセ
ツルメントであれ、さまざまな慈善・博愛諸
団体による私的活動を中心とし、本質的にロ
ーカルであった。すなわちこれによって社会
福祉は、『私的』でなく『公的』『国家的』、
『地方的』でなく『全国的』に向かうことに
なったといえる。」 （同：178）

井垣は、この時代のアメリカに、国家が社会福
祉の領域に進出するという、大きな動きを見たの
である。

「時代は世紀転換期、（中略）革新時代（Pro-

gressive Area）であり、その主人公は児童で
あった。」 （同：178-9）

井垣の論文に登場するのは、連邦児童局の創設
を発案し推進したフローレンス・ケリー2）とリリ
アン・ワルド、ハルハウスの開設者ジェーン・ア
ダムス、連邦児童局の初代局長ジュリア・ラスロ
ップ、2代目局長グレース・アボットの女性たち
である。
井垣は、児童労働の規制と教育の授与に焦点を
あてて、20世紀初頭のアメリカにおける児童保
護の歴史を描写した。もちろん井垣も言及はして
いるが、当時のアメリカにおける児童保護の歴史

を語る上で忘れてはならないさらなる金字塔が、
少年裁判所法である。
少年裁判所法は、大人の犯罪と区別して 16才
以下の少年少女による犯罪を「非行」と定義した
（徳岡、1993 : 106）。非行の語には、すでに 16才
以下という年齢が組み込まれている。犯罪におけ
る「こどもの生誕」といってよいであろう。
アメリカにおける福祉の歴史が、児童の労働と
教育にまつわる諸問題に始まったとするのであれ
ば、アメリカにおける社会学の歴史は、非行に始
まったと言えるかもしれない。非行の語は、犯罪
とこどもの二つの面をもつ。

4.2 アメリカにおけるこどもの保護
アメリカでは、当時、民間によるこどもの保護
活動が興隆した時代であったようである。
ニューヨークではブレイス（Charles Loring

Brace）が 1853年、ニューヨークこども援助協会
（New York Children’s Aid Society）を設立した。
ニューヨークこども援助協会は、工業学校

（industrial school：労働者階級のこどもたちに、
通常の科目とともに産業の習慣、規則、清潔さに
ついても教えた。）や夜間学校他を展開。また
1854～1929年の期間には、孤児列車を仕立てて、
「ニューヨーク市の約 10万人の子どもたちを中西
部の新たな家庭に移住させた。」という。（Myers

2006［訳 2011 : 44-46］）

「彼は、田舎での生活と宗教には回復する力
があると確信していた。」 （同訳：46）

当時、ブレイスが救済しようとしたこどもの状
態は、ブレイスによって

「直面したのは、通りをさまよい、ただよい
歩く膨大な数の少年少女であった。彼らに住
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まいや職をあてがうことはほとんどできず、
犯罪者、売春婦、浮浪児の数を継続的に増す
ばかりであった。」 （同訳：43）

と描写されている。
少年裁判所が対象とした非行少年少女とは、ブ
レイスが保護しようとしたこどもたちと同じと言
ってよいであろう。ニューヨークもシカゴも都市
化のあおりを受けて、保護を必要とする、親に見
放された、犯罪一歩手前のあるいは犯罪に身を染
めたこどもたちの存在が、社会問題化していたの
である。

1875年には、やはり民間の力により、ニュー
ヨークこども虐待防止協会（New York Society

for the Prevention of Cruelty to Children）が設立さ
れる。当時、こどもたちの惨状を目の当たりにし
て、民間により多様な救済活動が展開された。少
年裁判所は、当時の児童救済の主要な一角であっ
た3）。

4.3 非行原因の研究
少年裁判所はその後、シカゴ市とクック郡が主
軸となって担うこととなり、シカゴ女性クラブ少
年裁判所委員会はその任務を終えることとなる。

「シカゴ女性クラブ少年裁判所委員会の女性
たちは一九〇六年、今度は少年保護協会を組
織し、非行少年、とりわけ累犯者の原因究明
に乗り出した。」 （徳岡、1993 : 151）

ここに設立されたのが、少年精神病理研究所
（Juvenile Psychopathic Institute）である。役員に
は、シカゴの少年裁判所を担った人々、さらには
当時の合衆国における児童福祉の専門家が顔をそ
ろえていた4）。
所長に任命され、研究を担ったのが精神科医で

あり心理学を修めたヒーリー（William Healy）で
あった。ヒーリーは研究所での成果を 1915年、
The Individual Delinquent として出版する。本書
は犯罪、非行についての科学的な研究の先駆けと
なった。
研究所の目的は非行の原因を科学的に探求する
ことである。研究所の成り立ち、ヒーリーを所長
に迎えたことなどからして、研究はあらかじめお
おむね方向付けられていた。累犯者が多いこと、
累犯者はその非行キャリアを児童期、青年期に始
めていることが、研究のオリエンテーションとし
て、イギリスのデータを元に論じられている。
（Healy, 1915 : 10-12）
当時、犯罪の原因に関しては、遺伝説、病気説
等、さまざまな一般論が流布されていた。

「違反者を実際に扱わねばならない人々に直
接役に立つような犯罪学の文献は驚くほどな
い・・・一般論はたくさんある。けれど明快
な理解と科学的な扱いに導くような個人の研
究をしようとすると、手引きとなるものはほ
とんどないのである。」 （同：3）

個人が注意深く研究される必要がある。ヒーリ
ーは、個々のケースの研究、ケーススタディ、ラ
イフ・ヒストリーの研究こそが真実に到達する道
だと主張する。彼は、15～16才の少年を主な対
象として、1000ケースを分析した。

5 パーソンとしての非行少年
－1923、“The Study of the Delinquent
as a Person”－

5.1 個人とパーソン
前述の時代背景とヒーリーの先駆的な業績を抜
きに、バージェスの非行論を論ずることはできな
い。

天木：E. W. バージェスの問題：こどもの発達とケーススタディ
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1923年、バージェスの論文、”The Study of the

Delinquent as a Person”が American Journal of So-

ciology 28 に掲載された。

「個人としての非行少年の研究［The study of

the delinquent as an individual］が、アメリカ
の精神科医、ウィリアム・ヒーリーによる画
期的な書、The Individual Delinquent によっ
て導入された」 （Burgess, 1923 : 176）

の冒頭文で始まるこの論文は、ヒーリーの仕事、
The Individual Delinquent を「個人としての非行
少年」と捉え、この仕事をたたき台として、The

Delinquent as a Person：「パーソンとしての非行少
年」を論ずるという構図で書かれている。
ヒーリーはケーススタディの方法を採用し、あ
りとあらゆるといってよいほどの諸事実（家系、
出生前の生活、こども期の発達、病気とけが、社
会経験、精神生活）を収集し解釈した。さらに
「ヒーリーはまったく自然に、家族の歴史や社会
環境についての事実を獲得するにあたり、ソーシ
ャルワーカーの経験の価値を認識していた。」
（同：181）
バージェスはヒーリーに対抗するわけだが、見
方によっては、ヒーリーの仕事にただ一点を付け
加えたにすぎないとも言える。パーソン（per-

son）の概念である。

「パーソンとは地位をもつ個人である。われ
われは個人として世界に参入する。われわれ
は地位を獲得し、パーソンとなる。・・・・
・個人は必然的に、彼がメンバーであるとこ
ろの全ての社会集団において、何らかの地位
をもつ。」 （同：181）

上の文章は、R. E. Park and E. W. Burgess 著、

Introduction to the Science of Sociology（1921）の
項目、“the individual and the person”からの引用
である。定義したのは、パークであるとの前置き
のもと、バージェスは、パーソンを論じてこの文
章を繰り返し引用する5）。
パーソンとは、個人の「地位」に着目する捉え
方である。この場合「地位」とは、個人がメンバ
ーとなっているところの社会集団における「地
位」であることに注意する必要がある。フォーマ
ルな組織における地位ではない。
この背景には、クーリーによる第 1次集団の発
見がある。

「チャールズ・クーリーは、第 1次集団と第
2次集団との区別の重要性を最初になしえた
人物であるが、第 1次集団、すなわち家族、
近隣、村落コミュニティの親密でフェイス・
ツー・フェイスなつながりが、個人の社会的
な性質と理念を形作る上で根本的であること
を指摘した。」 （Park & Burgess, 1921 : 56）

自己、パーソナリティを形成するのは、第 1次
集団である。

バージェスは、7つのケーススタディによって
議論を進めていく6）。1916年少年非行の論文では
「居住」を手がかりに、非行に対する「家族、近
隣、地理的な環境の影響を明らかにした」と述べ
たバージェスであるが、ケーススタディという方
法を獲得したことによって、家族、近隣、学校、
友人関係などの諸事実は圧倒的に豊かに、かなり
な程度自在に入手可能となった。問題は切り口で
ある。
まずは個人とパーソンを区別することの重要性
が示される7）。
ケース 1は、数学能力に特別な欠陥をもつ少年
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である。数学能力の欠如故に、彼の集団（特に学
校）での地位は低く、「精神薄弱」クラスに入れ
られる。無断欠席、けんかは、彼の「地位を維持
するための闘い」であった。

「個人として、少年は数学能力に特別の欠陥
をもっていた。パーソンとして、彼は集団の
地位において屈辱を受けた。」

（Burgess, 1923 : 183）

個人の特質はいろいろある（少年、体格がよ
い、数学能力の欠如、母親が元教師、等々）。そ
の中で、ある種の特質が、彼の社会的な立場に影
響する。このケースで言えば、集団における彼の
地位に大きな影響を与えたのは、数学能力の欠如
という特質であった。

「パーソナリティとは、社会集団における個
人の役割と地位を決定する特質の総計と組み
合わせとみなしてよいであろう。」（同：183）

バージェスによれば、「個人についての研究テ
クニックは、パーソンについての研究テクニック
よりもはるかに発達している。」（同：183）。
彼がここで言及しているのは、身体測定、知能
テスト、情緒スコアなどの開発である。パーソン
の研究はまだ始まったばかりであり、量的な指標
を手に入れるという希望を捨てるわけではない
が、「第一に質的な定義の問題であることに変わ
りはないであろう。」（同：185）

5.2 不適応
ケース 2、ケース 3を「非行」の枠組でくくる
のは、かなり困難であろう。ケース 2は、家族の
中でただひとり醜い少女が劣等感から引きこもっ
てしまうケースであり、ケース 3は、ひとりっ子

のケースである。当時、劣等感、ひとりっ子の自
己中心的な行動といったテーマは、心理学、神経
症や精神分析のお定まりのテーマであったらし
い。それをパーソンとしての社会的プロセス（家
族、遊び仲間の行動、態度の複合体）の働きによ
って、分析してみせようというのである。

「パーソナリティの真の基準は、明らかに社
会的相互作用の領域に見出される。われわれ
は、問題のパーソナリティが、他の人間を刺
激したり影響を与えるあり方、そして他の人
間の行動が、問題のパーソナリティに適応と
反応を生み出すあり方を指摘することなし
に、パーソナリティの完全で一般的な記述を
することはできない。パーソナリティを記述
するにあたっては、われわれは必然的に『他
の人間』という観点をとらざるをえないので
ある。」 （同：190）

他者を想定せざるをえないパーソナリティとは
社会的な概念である。
というだけではなく、

「さまざまなパーソナリティの相互作用から
生ずる問題が、もっとも真の意味での社会問
題なのである。それらは社会的不適応の全て
の形態－変人の気まぐれから犯罪者の最悪の
行為まで－を含んでいる。」 （同：190）

ここにバージェスは、「社会的不適応」の概念
を導き出す。非行は社会的不適応の形態の一つと
なる。
ケース 3では、甘やかし放題であったひとりっ
子が、母親の死、父親の再婚に遭い、友人関係も
うまくいかなくなり、追い込まれていくことにな
るのだが・・・・。
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社会集団におけるパーソンの地位は、「（a）自
分自身の役割について個人がどう考えているか、
そしてさらに重要なのは（b）集団における仲間
たちの、コミュニティの、そして社会の、当該個
人に対する態度」（同：191）の問題である。
ある人間に対する他者の態度の複合体は変化を
受けやすい。地位の獲得あるいは喪失は、パーソ
ンにとって死活問題である。
ケース 4は、発育不良で足が変形している黒人
の若者が、家庭でも学校でも地位を得ることがで
きず、非行集団において地位を得るという「地位
を維持するメカニズムとしての代償行為」という
いわば非行の典型とされる例であるが、ここに心
理学者アルフレッド・アドラーが言及されている
ことを付記しておこう。
Introduction to the Science of Sociology は、名称
の示すとおり、社会学を科学として確立しようと
の主旨で作られたテキストである。“the individ-

ual and the person”の項目で言えば、先達とし
て、予防医学、精神医学への言及がみられる。バ
ージェスは、非行の領域を舞台として、パーソン
の概念を武器に、社会学が科学であることを示そ
うとしている。

5.3 パーソンの社会世界（the social world of the
person）

ケース 5。不適切な母親に育てられた娘が、施
設を通じて養母に引き取られるのだが、清潔で秩
序正しく制約の多い養母のもとから逃亡する。慣
習的な基準で判断するならば、養母の家は理想的
な環境であった。しかし少女にとっては、囚人の
家以外の何ものでもなかった。
ケース 6。家庭で、学校で、職場でうまくいか
ない若者が、通常「犯罪を増殖させる場所」
（同：196）として非難される玉突き場で息を吹き
返す様子を明らかにする。

「玉突き場は、パーソンの願望を満足させる、
独特の規範と行為のコードをもつ社会世界と
認識される。」 （同：197）

パーソンの社会世界が理解される必要がある。

「ノーマルな社会的発達の健全な条件は、パ
ーソンの願望が表現を見出すのに適した社会
世界を必要とする。願望を無条件に抑制する
試みは、表現をゆがませることになる。状況
の常識的な観察に由来するソーシャルワーク
のテクニックは、あまりにも多くの場合、フ
ォークウェイズやモーレスの相違への適応、
微妙なパーソナルな態度の感知、パーソンの
渦をまき変化する願望の理解に必要な精錬を
欠いている。」 （同：193）

ケース 5，ケース 6では、常識的な観察を越え
ることのないソーシャルワークのテクニックに苦
言を呈している。
フォークウェイズ、モーレスなど、パーソナル
な諸要因について、社会学には社会生活を理解す
るにあたり鍛え上げられた概念、見方が存在す
る。ヒーリーに対し「社会的諸要素の役割につい
ての彼の認識は、常識をほとんど越えていな
い。」（同：181）と批判したバージェスである。
社会学は常識を越えてゆく。

個人とパーソン（社会世界）の相違を、明快に
示すのがケース 7である。
ケース 7は、20才前後の若者のケースで、個
人としてはまったくといってよいほど問題がない
にも関わらず、彼の社会世界を構成する集団が、
彼を破綻させた例である。
普通でない家庭状況（不道徳他）出身の若者で
あるが、彼自身の行動はほとんど非の打ち所がな
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かった。彼自身は、元気で、著しく容姿もよく、
学校での成績も首位クラスであった。困難は、彼
がちゃんとした家庭の少年たちと友人になったこ
とから始まった。友人たちとダウンタウンでつき
あったが、家庭に招待されることはめったになか
った。彼はフランクで正直でスポーツマンらしい
やり方でどこでも友人を作った。高校での友人た
ちと同じカレッジに進学するが、友人の親たち
は、少年たちが彼と同じカレッジに行くことをあ
らん限りの力で妨害したことから、彼は激怒し、
惨めになり、深く傷ついた。彼の人生でこれほど
深く彼に影響を与えたことは他にないことは明ら
かであった。
カレッジでは優秀な成績であったが、プライド
に受けた傷から立ち直ることはなかった。彼の側
で、友人たちの側で、態度に変化が生じた。彼は
ギャンブルをし乱れた場所に出入りし、ある時警
察の手入れにひっかかった。学長、教授陣の前に
呼ばれた時、彼の鬱積した激怒が爆発し、悪態を
つき、自ら退学。家庭に戻ればすぐさま最上の地
位を手に入れたが、父親のようには人生をエンジ
ョイすることはできなかった。

6 終わりに

「社会調査」と「小都市の少年非行」の二つの
論文は、大学に職を得たバージェスが、特にカン
ザス大学在職の時代、教授ブラックマーの下で自
ら指揮をとった二つのコミュニティ調査、ベルヴ
ィル社会調査とローレンス社会調査を基に書かれ
た論文であった。これらの論文は二つとも、当時
の時代背景のなかにおくことによってより理解が
得られる。井垣の仕事がそれを可能にしてくれる
のだが、井垣の仕事は、見方によってはシカゴ学
派の生成を、ソーシャルワーカーの側から描写し
たものと言ってよいかもしれない。井垣は、児童
とソーシャルワーカーが、アメリカにおける世紀

の転換期、革新の時代の主人公であったと述べて
いる。
「小都市の少年非行」に対するバージェスの問
題は、まさに少年裁判所法の制定、少年精神病理
研究所の設立へと向かう、児童をめぐる革新の時
代という背景の中で陶冶され、「パーソンとして
の非行少年」へと展開する。その過程でバージェ
スは、パーソンの概念とケーススタディというバ
ージェス社会学の礎石ともなるべき概念と方法を
獲得した。
「社会調査」の論文に関しては、筆者は、井垣
による時代背景の提示、特にソーシャルワーカー
によるサーヴェイ・ムーヴメントの知識を得るこ
とによって始めて理解が可能になった。当時、社
会学者は遅れて社会調査に参加したのであり、ソ
ーシャルワーカーのサーヴェイとの差別化が論文
の基調にあったという認識である。
「パーソンとしての非行少年」には、社会調査
の方法としてケーススタディが導入された。
ヒーリーの研究に触発されたことに違いはない
のだが、バージェスは後に 1927年の論文「社会
学研究の方法としての統計とケーススタディ」
（“Statistics and Case Studies as Methods of Socio-

logical Research”）において、統計とケーススタ
ディについて論じている。詳細な検討は今後の課
題とするが、ここでは以下の文章を引用しておく
ことにする。

「計量的な方法は主に、人間行動のあらわで
より表層的な側面を扱う。表面の下に探りを
入れ、パーソンの内的な生活を描き出し分析
するには何か他のもっと共感的で識別力のあ
る方法が必要である。」「社会学にとって統計
の最も重大な欠陥は（中略）社会について、
有機的というよりも原子論的な概念に基づい
ていることである。」「社会についての原子論
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的な概念が意味するのは、社会が相対的に独
立した諸個人の集合であるという考え方であ
る。この意味において、社会はその構成要素
である諸個人の単なる総計と考えられてい
る。他方、社会についての有機的な概念は、
それが何を意味するにしても、少なくとも社
会とその成員は同様に社会的相互作用の産物
であるという事実の認識である。」

（Burgess, 1927 : 280）

〔注〕
１）「ディペンデンシー（dependency）」は調査報告書
では「慈善事業（charity）」の項目となっている。
内容は、貧困・貧民の分析、救貧農場の実態の報
告などである。

２）井垣は『ハルハウスの地図と報告』の調査はジェ
ーン・アダムスの名で知られているが、ケリーの
労作という方が正しいと述べている。（井垣、
1998 : 208-9）

３）社会学で非行をテーマとする際に問題となるのは、
いわゆる虞犯、不良問題、ラベリング論である。
すなわち、犯罪を構成するとは考えられない軽度
な問題少年（卑猥なことばを使う、喫煙等）に
「非行」のラベルを貼ることで、非行少年を作り出
したとする。確かに十把一絡げに見える扱いであ
るが、少年裁判所の目的が、犯罪を取り締まると
いうのではなく、ある種の状況にあるこどもたち
を保護し救済することであったことから説明する

ことも可能である。
４）理事長は、後の連邦児童局初代局長、ジュリア・
ラスロップ。役員に、5年間にわたる寄付を貢献
したデューマー夫人、ハルハウスのジェイン・ア
ダムス、シカゴ少年裁判所判事であるマック判事、
ピンクニー判事他。諮問委員会には社会学者のジ
ョージ・H・ミードも名を連ねている。（Healy,
1915, Forgotten Books 2018所収、Appendix, p.809）

５）「相互作用するパーソナリティの単位としての家
族」1926（“The Family as a Unit of Interacting Per-
sonalities”，The Family 7, 1928）、「家族とパーソ
ン」（“The Family and the Person”，Publication of
the American Sociological Society 22）など。ここに
みられるように、パーソンの概念はバージェスの
家族論にとっても、きわめて重要な概念である。

６）7つのケース研究の概要を表にしたものを、論文
の末尾に付けておく（付表）。

７）現代の家族と社会を考察するにあたり、今日のイ
ギリス家族社会学では、person、personal の概念が
重要視されている（天木、2018）。ギデンズは「世
界で生じている全ての変化の中で、われわれのパ
ーソナルな生活（personal lives）－セクシュアリテ
ィ、関係性、結婚、家族－に生じている変化以上
に重要なものはない。」（Giddens, 1999 : 51，強調は
天木）と述べた。またベックの個人化論を想起す
れば、person あるいは personal の語への着目が、
individual に対抗していることは明らかである（参
照、Smart, C., 2007, Personal Life, Polity Press）。パ
ーソン（person）の語を個人（individual）に拮抗し
うる概念として考察し、両者を明確に区別するこ
とはまさに今日的な課題なのである。
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